
慶應義塾神奈川通信三田会会則 
第１条（名 称） 

   本会は、「慶應義塾神奈川通信三田会」（以下当会という。）

と称する。 

第２条（組 織） 

当会は、主に神奈川県内に在住又は在勤する慶應義塾大学 

通信教育課程の卒業生をもって組織する。 

第３条（目 的） 

当会は、会員相互の親睦を図り慶應義塾社中の一員として 

義塾の発展に寄与し、また慶應義塾の諸団体と連携を保ち 

後学の便を図ることを目的とする。 

第４条（事 業） 

    当会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) 会員相互の連絡及び親睦を図る事業。 

(2) 母校及び各三田会との連絡を図る事業。 

(3) 慶友会等在学生の諸団体と連携して在学生の勉学を援助

する事業。 

第５条（事務所） 

    当会の事務所は、相模原市緑区大山町 1-41-2004 

竹原 貢 会長宅に置く。 

第６条（役員と職務） 

   当会には次の役員を置く。 

  会 長…１名 副 会 長     … 若干名 会計監査 …複数名  

部長…若干名 副部長…若干名 顧問…若干名 

(1)会長は当会を代表し、会務を統括する。 

(2)副会長は会長を補佐し、必要あるときは職務を代行する。 

(3)会計監査は当会の会計を監査し、総会において報告する。 

(4)部長並びに各部長は次の部に所属し事業の執行に当たる。 

① 総務部 ② 情報システム部 ③ 経理部 ④ 広報部  

⑤ 渉外部  ⑥ 企画部（慶早担当部）⑦ 塾員部（同好会部） 

(5)役員は総会において選出され、任期は１年とする。但し、

再任妨げない。 

第７条（役員会） 

役員会は、役員をもって組織し、会長が毎年度１回以上こ

れを招集する。 

  (1)役員会は、会の中枢機関であり、会務の重要事項を協議

決定する。 

  (2)役員会は、構成員の３分の１以上の出席を要する。 

  但し、委任状をもってこれに代えることができる。 

  (3)役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。 

第８条（顧問） 

(1)当会は、会員の最高の尊称として顧問を置くことができ 

る。 

(2)顧問は正会員の中から役員会において推薦され総会にお 

 

いて承認される。 

(3)顧問は当会に対し助言及び援助を行うことができる。 

(4)顧問の任期は 1年とする。但し再任を妨げない。 

第９条（総 会） 

 総会は、毎年度１回開催とする。役員会おいて協議のうえ

会長がこれを招集する。 

 (1)総会は、会全員を持って構成される当会の最高議決機関で

ある。 

 (2)総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。 

第１０条（経常費） 

当会の活動に要する経費は年会費及び事業収入、寄付金等を

もってこれに充てる。 

第１１条（会費と会員資格） 

 （1）会費：当会の会費は年額 2,000 円とする。但し、50,000 円前納 

者を終身会員とする。 

 （2）会員資格：当会の会員資格は、会費を納入することによって得るこ

とができる。但し、会費を 3 年間滞納した場合は、その年度末をもっ

て会員資格を喪失する。この滞納期間中は、会報配布など、会員

と同等のサービスは付与されない。なお、会員資格喪失後といえど

も,会費を納入することによる再入会を妨げない。 

第１２条（会 計） 

当会の会計は、会計監査を受けたうえ総会において報告し承

認を得るものとする。 

第１３条（会計年度） 

 当会の会計年度は１０月１日から翌年９月３０日までとする。 

第１４条（補 則） 

 本会則に定めのない事項については幹事会において協議決定

する。 

第１５条（会則変更） 

  この会則の変更は総会において出席者の３分の２以上の賛

成を要する。 

＜付 則＞ 

  昭和 46年 11月 7 日制定 平成 13 年 11月 17 日改正 

  昭和 47年 11月 5日改正 平成 15 年 11月 8 日改正 

  昭和 49年 11月 10 日改正  平成 18年 11月 18 日改正 

  昭和 52 年 11月 6 日改正 平成 25 年 11月 18 日改正 

  平成 3 年 10 月 26 日改正 令和 4 年 11月 12日改正 

  平成 5 年 11月 6 日改正  令和 5 年 11月 11日改正 

  平成 11 年 11月 13日改正 令和 6年 09 月 18 日更新 

 

 

 


